
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

〇
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
・
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・
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則
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〇
計
量
法
施
行
令
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計
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法
関
係
手
数
料
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一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
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・
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６
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令
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係
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・
・
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・
・
・
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計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

特

定

計

量

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

特

定

計

量

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

質
量
計

二

質
量
計

イ

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

ロ

自
動
は
か
り

ロ

自
動
捕
捉
式
は
か
り

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

自
動
重
量
選
別
機

(1)

(1)

ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
万
六
千
六
百
円

ひ
ょ
う
量
が
六
百
グ
ラ
ム
以

五
万
六
千
七
百
円

以
下
の
も
の

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

十
一
万
三
千
八
百
円

ひ
ょ
う
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

六
万
七
百
円

下
の
も
の

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
三
万
二
千
九
百
円

ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ

六
万
四
千
百
円

以
下
の
も
の

ム
以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
一
ト
ン
以
下
の
も

十
四
万
千
七
百
円

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

八
万
六
千
二
百
円

の

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る

十
七
万
五
千
六
百
円

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

八
万
七
千
八
百
円

も
の

を
超
え
る
も
の

充
塡
用
自
動
は
か
り

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

(2)

(2)

(1)
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の

最
大
充
塡
量
（
充
塡
用
自
動
は

八
万
千
六
百
円

ひ
ょ
う
量
が
六
百
グ
ラ
ム
以

四
万
四
千
円

か
り
を
用
い
て
一
の
容
器
又
は

下
の
も
の

包
装
に
充
塡
さ
れ
る
最
大
質
量

ひ
ょ
う
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

四
万
八
千
円

を
い
う
。
以
下

及
び
別
表
第

以
下
の
も
の

(2)

四
第
二
号
ロ

に
お
い
て
同
じ

ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ

五
万
千
四
百
円

(2)

。
）
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

ム
以
下
の
も
の

も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

七
万
三
千
六
百
円

最
大
充
塡
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
万
千
四
百
円

以
下
の
も
の

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

七
万
五
千
二
百
円

最
大
充
塡
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ

十
二
万
七
千
八
百
円

を
超
え
る
も
の

ラ
ム
以
下
の
も
の

最
大
充
塡
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
六
万
七
千
七
百
円

以
下
の
も
の

最
大
充
塡
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
六
万
七
千
七
百
円
に
そ

を
超
え
る
も
の

の
超
え
る
量
が
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
ま
で
を
増
す
ご
と
に

六
万
百
円
を
加
え
た
額

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

（
新
設
）

(3)

ベ
ル
ト
の
長
さ
が
二
十
メ
ー
ト

十
八
万
八
千
二
百
円

ル
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ベ

ル
ト
の
速
度
が
単
速
度
の
も
の

ベ
ル
ト
の
長
さ
が
二
十
メ
ー
ト

二
十
三
万
千
九
百
円

ル
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ベ

ル
ト
の
速
度
が
多
速
度
又
は
可

変
速
度
の
も
の
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ベ
ル
ト
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト

二
十
四
万
二
千
九
百
円

ル
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ベ

ル
ト
の
速
度
が
単
速
度
の
も
の

ベ
ル
ト
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト

三
十
三
万
四
百
円

ル
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ベ

ル
ト
の
速
度
が
多
速
度
又
は
可

変
速
度
の
も
の

ベ
ル
ト
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト

二
十
四
万
二
千
九
百
円
に

ル
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
超
え
る
長
さ
が
五
十

ベ
ル
ト
の
速
度
が
単
速
度
の
も

メ
ー
ト
ル
ま
で
を
増
す
ご

の

と
に
五
万
四
千
六
百
円
を

加
え
た
額

ベ
ル
ト
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト

三
十
三
万
四
百
円
に
そ
の

ル
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

超
え
る
長
さ
が
五
十
メ
ー

ベ
ル
ト
の
速
度
が
多
速
度
又
は

ト
ル
ま
で
を
増
す
ご
と
に

可
変
速
度
の
も
の

七
万
六
千
五
百
円
を
加
え

た
額

自
動
捕
捉
式
は
か
り

（
新
設
）

(4)

自
動
重
量
選
別
機

(ⅰ)

ひ
ょ
う
量
が
六
百
グ
ラ
ム
以

五
万
六
千
七
百
円

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

六
万
七
百
円

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ

六
万
四
千
百
円

ム
以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

八
万
六
千
二
百
円
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以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

八
万
七
千
八
百
円

を
超
え
る
も
の

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

(ⅱ)

(ⅰ)
の

ひ
ょ
う
量
が
六
百
グ
ラ
ム
以

四
万
四
千
円

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

四
万
八
千
円

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ

五
万
千
四
百
円

ム
以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

七
万
三
千
六
百
円

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

七
万
五
千
二
百
円

を
超
え
る
も
の

三
～
十
三

（
略
）

（
略
）

三
～
十
三

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）
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二

質
量
計

二

質
量
計

イ

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

ロ

自
動
は
か
り

（
削
除
）

ロ

自
動
捕
捉
式
は
か
り

百
五
十
八
万
四
千
百
円

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

（
新
設
）

(1)

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

百
七
十
七
万
六
千
七
百
円

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

百
九
十
九
万
八
千
七
百
円

超
え
る
も
の

充
塡
用
自
動
は
か
り

（
新
設
）

(2)

最
大
充
塡
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

百
七
十
四
万
六
千
七
百
円

以
下
の
も
の
（
累
積
は
か
り
に

あ
っ
て
は
「
ひ
ょ
う
量
」
と
す

る
。
以
下

に
お
い
て
同
じ
。

(2)

）最
大
充
塡
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

百
九
十
三
万
八
千
七
百
円

を
超
え
る
も
の

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

百
五
十
四
万
五
千
五
百
円

（
新
設
）

(3)

自
動
捕
捉
式
は
か
り

百
五
十
八
万
四
千
百
円

（
新
設
）

(4)
ハ

（
略
）

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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○
計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令(

平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
三
号)

(

附
則
第
三
条
関
係)

(

傍
線
部
分
は
改
正
部
分)

改

正

案

現

行

附
則
別
表

附
則
別
表

特
定
計
量
器
（
法
第
二
条

新
た
に
使
用

既
使
用
の
も

検
定
の
開
始

特
定
計
量
器
（
法
第
二
条

新
た
に
使
用

既
使
用
の
も

検
定
の
開
始

第
四
項
に
規
定
す
る
特
定

す
る
も
の
に

の
に
つ
い
て

日

第
四
項
に
規
定
す
る
特
定

す
る
も
の
に

の
に
つ
い
て

日

計
量
器
を
い
う
。
）

つ
い
て
の
使

の
使
用
の
制

計
量
器
を
い
う
。
）

つ
い
て
の
使

の
使
用
の
制

用
の
制
限
の

限
の
開
始
日

用
の
制
限
の

限
の
開
始
日

開
始
日

開
始
日

一

自
動
捕
捉
式
は
か
り

令
和
四
年
四

令
和
七
年
四

平
成
三
十
一

一

自
動
捕
捉
式
は
か
り

平
成
三
十
四

平
成
三
十
七

平
成
三
十
一

月
一
日

月
一
日

年
四
月
一
日

年
四
月
一
日

年
四
月
一
日

年
四
月
一
日

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

令
和
五
年
四

令
和
八
年
四

令
和
二
年
四

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

平
成
三
十
五

平
成
三
十
八

平
成
三
十
二

、
充
塡
用
自
動
は
か
り

月
一
日

月
一
日

月
一
日

、
充
塡
用
自
動
は
か
り

年
四
月
一
日

年
四
月
一
日

年
四
月
一
日

及
び
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー

及
び
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー

ル

ル
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○
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令(

平
成
三
十
一
年
政
令
第
六
十
号)

(

附
則
第
四
条
関
係)

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

令
和
四
年
四
月
一
日
前
か
ら
取
引
又
は
証
明
に
お
け
る
法
定
計
量
単
位

２

平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
前
か
ら
取
引
又
は
証
明
に
お
け
る
法
定
計
量

に
よ
る
計
量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
つ
い
て
計
量
法

単
位
に
よ
る
計
量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
つ
い
て
計

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
し
な

量
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
係
る
計
量
法
関
係
手
数
料
令
第
二
条
の

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
係
る
計
量
法
関
係
手
数
料
令
第
二

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
同
一
の
構
造
を
有
す
る
も

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
同
一
の
構
造
を
有
す

の
ご
と
に
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
金
額
と
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
に
検

る
も
の
ご
と
に
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
金
額
と
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額

定
を
受
け
る
特
定
計
量
器
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と
あ
る

に
検
定
を
受
け
る
特
定
計
量
器
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と

の
は
、
「
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
、
「
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
」
と
す
る
。


